
《原子力（その９）》 
  
「これまでの原子力施設で起きた事故」 
 

今回は「これまでの原子力施設で起きた事故」というテーマで考えたいと思います．

「原子力」というと「事故」や｢トラブル｣という言葉が連想されるのではないでしょ

うか．確かに，私たちの日常生活の中で「原子力」のことが話題になるのは「事故」

や「トラブル」が生じた場合ということになります． 
 

考えてみるとこれは｢原子力」に限ったことではありません．私たちの｢健康｣と同じ

ように，｢病気｣（「事故」や「トラブル」）と無縁であるならば，日常生活の中でそれ

ほど気にしなくてすみます．しかし，現実には様々な問題を生じているからこそ不安

を感じます． 
 

実際にこれまでに「原子力施設」で起きた事故およびその影響は多種多様です．し

たがってある程度，客観的に評価するための目安のようなものが必要となります．こ

の目安の一つとして国際原子力機関(ＩＡＥＡ)と経済協力開発機構・原子力機関(ＯＥ

ＣＤ/ＮＥＡ)が協力して策定した国際原子力事象評価尺度と呼ばれる指標があります． 
 

具体的には事故を以下のような８段階（０以下は評価対象外としています）に区別

しています． 
 
７：深刻な事故 
６：大事故 
５：所外へリスクを伴う事故 
４：所外への大きなリスクを伴わない事故 
３：重大な異常事象 
２：異常事象 
１：逸脱 
０：尺度以下 
  

これまでに起きている事故でレベル｢７｣の｢深刻な事故｣に相当するものは，１９８

４年に旧ソ連で発生したチェルノブイル事故です．この事故は，周辺への影響という

観点から，原子力発電史上最悪の事故と言えます． 
 
●チェルノブイル事故（１９８６年４月２６日） 
 

ウクライナ・チェルノブイル－４号機で発生した，原子炉の爆発を伴う大量の放射

性物質への環境への放出を伴った史上最悪の事故．原子炉の過剰反応を伴う｢反応度事



故（原子炉の暴走）｣であり，蒸気爆発で炉心の一部が破損し，さらに黒鉛火災が起こ

り，建物の一部が吹き飛んで大量の放射性物質が放出されました． 
 

１９８８年の国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）年報告によると，事故時に原子炉

サイト内で大量被曝を受けた人は２０３名で，放射線の急性障害による死者は２８人，

事故当日に重度の火傷で死亡した１人，行方不明１人名を含む３１名（原子炉運転員

２名と消防隊員２９名）が犠牲になりました． 
 

さらに，この事故では発電所から半径３０ｋｍ以内の住民１３万５０００人が避難

しました．事故の状況から考えると多くの人々が被曝したと考えられており，事故の

影響は｢事故｣から２０年近く経過した現在も続いており，｢原子力｣施設の事故が長期

間にわたって甚大な被害をもたらすことを目の当たりにしています． 
 

レベル｢６｣の｢大事故｣に該当する事故は，これまで報告されていません．次のレベ

ル｢５｣の｢事業所外へリスクを伴う事故｣に該当する事故としては，１９７９年の米

国・スリーマイルアイランドで発生した事故と，かなり時代が遡った１９５７年の英

国・ウィンズケール原子炉事故があります． 
 
●スリーマイルアイランド（ＴＭＩ）事故（１９７９年３月２８日） 
 

アメリカ・ＴＭＩ－２号機で発生した｢冷却材喪失｣事故です．チェルノブイル事故

は｢反応度｣事故であり，日本や米国で稼動中の軽水炉では原子炉特性の違いから｢反応

度｣事故を回避できる確率は高いと考えられますが，｢冷却材喪失｣は冷却系の破断等に

より誘発される可能性があります． 
 

ＴＭＩの場合は冷却系の破断ではなく，原子炉に設置されている加圧器逃し弁また

は安全弁から大量の一次冷却材が漏洩したまま長期間運転を継続したことにより発生

しました．炉心の水が蒸発し，原子炉の空焚き運転となった結果，炉心上部が露出し

燃料温度が急上昇し，炉心燃料の溶融が発生しました．格納容器内は汚染され，放射

性希ガスと放射性ヨウ素の施設外への放出が生じました． 
 
●英国ウィンズケール原子炉事故（１９５７年１０月７日） 
イギリス・ウィンズケールにあった軍用原子炉の火災事故が発生しました．原子炉の

材料である黒鉛が過熱され，燃料の融解と破損とともに黒鉛火災が生じました．この

火災により大量の放射性物質が周辺の環境中に放出されました． 
(出典：http://www.remnet.jp/lecture/module_A/1_2.html) 
 

この他，世界的に規模の大きな事故としては１９５７年９月に旧ソ連の南ウラルの

核兵器工場で発生した化学爆発があります．この事故は英国に亡命した生物学者のジ

ョレス・メドベージェフ氏が１９７９年に発表した著作「ウラルの核惨事」で西側諸

国に初めて伝えられましたが，ソ連当局（当時）が公式に認めたのは１９８９年６月



１６日のことでした． 
 

ソ連当局が原因と影響を詳細にまとめた報告書によると幅９キロ，長さ１０５キロ

にわたる範囲が放射能に汚染され，当時１万人以上が避難せざるを得なくなった，と

されています． 
 

レベル｢７｣，｢６｣，｢５｣に該当する事故は国内では生じてはいませんが，レベル｢４｣

の｢事業所外への大きなリスクを伴わない事故｣として１９９９年９月に発生したＪＣ

Ｏの臨界事故があります． 
 

この事故では急性放射線障害で２名のＪＣＯ社員が死亡するとともに，約２０時間

に及び臨界状態が続き，半径３５０ｍ圏内の住民に避難要請，半径１０ｋｍ圏内の住

民に屋内退避要請が出されました． 
 

世界では，１９４５年から１９９９年までの間に６０件の臨界事故の発生が報告さ

れています．発生場所としては原子炉や臨界実験装置で３８件，核燃料物質取扱施設

で２２件となっています． 
 

この他，国内で発生した｢原子力施設｣事故としては，１９９７年３月に起きた旧動

力炉・核燃料開発事業団（現在の核燃料サイクル開発機構）アスファルト固化処理施

設火災爆発事故（レベル｢３｣），１９９１年２月の関西電力・美浜２号炉蒸気発生器伝

熱管損傷事故（レベル｢２｣），１９９５年１２月の高速増殖炉もんじゅ二次系ナトリウ

ム漏えい事故と１９９９年７月の日本原子力発電の敦賀発電所２号炉原子炉冷却材漏

えい事故（いずれもレベル｢１｣）等があります． 
 
 

｢事故｣や｢トラブル｣以外にも原子力に関連する不祥事が生じており，原子力に対す

る｢信頼｣感は大きく失われています．このような状況から，｢原子力｣は｢何となく人を

不安にさせる｣技術の代表になっているように思います． 
 

｢原子力｣に対する｢不安｣，｢恐れ｣等の感覚を若干でも軽減できるとすれば，｢原子力｣

に携っている｢人｣に対して｢信頼｣を増すことができるかどうか，に尽きるように感じ

ています． 
  

 

（２００５年３月１８日配信内容を改訂） 


